
安城市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年２月２４日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第３号 

 

安城市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 

安城市税条例施行規則（昭和４４年安城市規則第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 様式第６及び様式第７を次のように改める。 



様式第６ 

      年  月  日 

安城市長                   印 

             納 期 限 変 更 告 知 書 

地方税法第１３条の２第１項の規定により、繰上徴収をするため、次のとおり納期限を変更します。 

変更理由  

変更後の納期限  

納  付  場  所  
 

この処分に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内又は地方税法第１９条の４の規定による期

限のうち、いずれか早い期限まで、市長に対して審査請求をすることができます。また、この処分の取消しの訴えは、当該審査請求に

係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができ

ます。なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

①審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける

ため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取

消しの訴えを提起することができます。 

【お問い合わせ先】 

 

（                   ）   

納 税 者 又 は 

特別徴収義務者 

住所又は所在地 
 

氏名又は名称  

科目 

賦年 相年 期(月) 未納額(円) 納期限 課税情報 

通知書番号    

       

    

       

    

       

    

       

    

       

    

合計    

＜備考＞  



様式第７（その１） 
年  月  日  

 
 安城市長    印  

   

過誤納金還付（充当）通知書 
あなたの納めた税金で、納めすぎとなった金額を下記＜充当先の詳細＞のとおり充当しました。 
この通知書は、充当した税金の納付の証拠となるものですから、大切に保管してください。 

 

納付義務者 氏名・名称 

過誤納番号 過誤納発生の理由  過誤納合計額 
＋ 

還付加算金 
－ 

充当合計額 
＝ 

還付額 
   円 円 円 円 

 

＜過誤納の詳細＞ 

科目  年度    

期月 
納付すべき額 納付済額 過誤納額 

本税（料） 督手 延滞金 本税（料） 督手 延滞金 本税（料） 督手 延滞金 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

合 計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

 

＜充当先の詳細＞ 

充当先 氏名・名称 

科目 
通知書番号 

期月 
充当額 充当後の未納額 

年度 本税（料） 督手 延滞金 本税（料） 督手 延滞金 

 
 

円 円 円 円 円 円  

 
 

 円 円 円 円 円 円  

 
 

 円 円 円 円 円 円  

 
 

 円 円 円 円 円 円  

合計 円 円 円 円 円 円 

 

＜振込先口座＞ 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  口座名義人  

この処分について不服のあるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

また、処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（市長が被告の代表となります）、裁判所に提起す 

ることができます。ただし、 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき、 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、 

は審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

＊還付加算金は雑所得として課税対象となります。 
 

備考  【お問い合わせ先】 

 

 

 

 

 
 

 
（        ） 



様式第７（その２） 
年  月  日 

 
    安城市長    印 

     

過誤納金還付（充当）通知書 
あなたの納めた税金で、納めすぎとなった金額を下記＜充当先の詳細＞のとおり充当しました。 
この通知書は、充当した税金の納付の証拠となるものですから、大切に保管してください。 

 

納付義務者 氏名・名称 

過誤納番号 過誤納発生の理由  過誤納合計額 
＋ 

還付加算金 
－ 

充当合計額 
＝ 

還付額 
   円 円 円 円 

 

＜過誤納の詳細＞ 

科目 法人市民税 事業年度開始日  法人番号  

申告区分 
納付すべき額 納付済額 過誤納額 

本税（料） 督手 延滞金 本税（料） 督手 延滞金 本税（料） 督手 延滞金 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 
 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

合 計 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

 

＜充当先の詳細＞ 

充当先 氏名・名称 

科目 
通知書番号 

期月 
充当額 充当後の未納額 

年度 本税（料） 督手 延滞金 本税（料） 督手 延滞金 

 
 

円 円 円 円 円 円  

 
 

 円 円 円 円 円 円  

 
 

 円 円 円 円 円 円  

 
 

 円 円 円 円 円 円  

合計 円 円 円 円 円 円 

 

＜振込先口座＞ 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  口座名義人  

この処分について不服のあるときは、この通知を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

また、処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（市長が被告の代表となります）、裁判所に提起す 

ることができます。ただし、 

① 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、緊急の必要があるとき、 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、 

は審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

＊還付加算金は雑所得として課税対象となります。 
 

備考  【お問い合わせ先】 

 

 

 

 

 

 

 
（        ） 



 様式第９及び様式第１０を次のように改める。 



納
 
税
 
証
 
明
 
書
 

納
付
義
務
者
住
所
（
所
在
地
）
 

 納
付
義
務
者
氏
名
（
名
称
）
 

  

備
考
 

上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 

安
城
市
長
 
 
 
 
 

印
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

（
 
 
 

 
 
 

 
）
 
 

 

年
度
（
対
象
年
度
）
 

 
 

科
目
 

納
付
す
べ
き
金
額
（
円
）
 

納
付
済
額
（
円
）
 

金
額
 

備
考
 

納
期
未
到
来
額
（
円
）
 

滞
納
額
（
円
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様式第９（その１） 



完
 
納
 
証
 
明
 
書
 

 

納
付
義
務

者
 

住
所
（
所

在
地
）

 
 

氏
名
（
名

称
）
 

 

  

 
 
 
年

 
 
月
 
 

日
現
在
、
納

期
限
到
来
済

の
市
税
に
つ

い
て
、
現
に

滞
納
は
あ
り

ま
せ
ん
。

 

   
 
上
記

の
と
お
り
相

違
な
い
こ
と

を
証
明
す
る

。
 

備
考
 

 

 

 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
  
 
安
城
市
長
 
 
 
 

印
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
 

 
 

 
 

 
 

）
 

様式第９（その２） 



 

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査
用
）
 

納
税
 

義
務

者
 

住
 
 
 
所
 

（
所
 
在
 
地
）
 

 

氏
 
 
 
名
 

（
 
名
 
 
称
 
）
 

 

  
 
 
 

     
 

 
 

 
 
 
 
 
上
記
車
両
番
号
に
係
る
軽
自
動
車
税
は
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
安
城
市
長
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 
 
 

  
 
 
 
 

 

車
両

番
号
 

 

納
税

年
月

日
 

 

こ
の
証
明
書
の
有
効
期
限
 

 

備
 
 
 
 
 
 
考
 

 

様式第９（その３） 



                      

 
 

   
 
 

 
 

第
１

片
 

  
督

促
状

 
 

 
 

以
下

の
金

額
を

至
急

市
指

定
金

融
機

関
等

（
会

計
管

理
者

）
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納
付

（
入

）
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 
 

 
 
 

 
安

城
市

長
 

 
 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

税
額

 
 

円
 

延
滞

金
 
 

円
 

督
促

手
数

料
 

 
円

 

備
考

 
 

通
知

書
番

号
 

 
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

本
状

到
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納
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済
の

場
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行
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で

す
の
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了
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を
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定
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き
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事

情
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あ
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方
は

、
お

早
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に
納

税
課

に
連

絡
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 

様式第１０（その１） 



 

備
考

 

 
 
第

１
片

の
裏

面
に

は
督

促
の

根
拠

と
な

っ
た

法
律

、
延

滞
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完
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い
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執
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れ
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措
置

並
び
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こ

の
督

促
に

つ
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不
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あ

る
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に

お
け

る
救
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方
法
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を
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第

２
片
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に
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納

付
場

所
等
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記
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す

る
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様式第１０（その２） 
年  月  日 

 
    安城市長    印 

   

督 促 状 
本状に記載されている税目について納期限を経過しても納付がされていないため、地方税法第３２

９条の規定により督促します。至急納付してください。 

なお、金融機関で納められてから納入済通知書が市に届くまで１週間から１０日ほどかかります。 

既に納付されている場合には、行き違いですのでご容赦ください。 

年度・税目 法人番号 

  年度 （    年度分） 法人市民税  

未納額   合計金額 

円   円 

事業年度 申告区分 

  年  月  日（自） 

  年  月  日（至） 
 

備考  
  延滞金が生じた場合は後日請求させていただきます。 
◆延滞金 

税額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年１４．６％（納期限の翌日から１か月間は、年７．３％）

の割合を乗じて計算された延滞金が加算されます。ただし、延滞金特例基準割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合）が年７．３％の割合に満たない場合には、当該年の延滞金特例基準割合に

年７．３％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年０．１％に満たない場合には、年０．１％の割合）になります。な

お、納期限の翌日から１か月間は、延滞金特例基準割合に年１％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の

割合を超える場合には年７．３％の割合、年０．１％に満たない場合には年０．１％の割合）になります。 

◆審査請求等 

この督促について不服があるときは、この督促状を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求

をすることができます。また、処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に、市を被告として（市長が被告の代表となります）、裁判所に提起することができます。ただし、①審査請求があ

った日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、

緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないでも処

分の取消しの訴えを提起することができます。 

◆滞納処分 

督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までにこの税金・延滞金を完納しないときは、滞納処分を受けることに

なります。 

 
 
 
 
 
 
 

（             ） 

【お問い合わせ先】 
 



様式第１０（その３） 
年  月  日 

 
    安城市長    印 

    

督 促 状 
本状に記載されている科目について納期限を経過しても納付がされていないため、地方税法第３２ 

９条及び第３３５条の規定により督促します。至急納入してください。 

なお、納税者が退職・転職等により、あなたの事業所で給与の支払いをしなくなったときは異動届 

出書の提出が必要です。必ず異動のあった月の翌月１０日までに市民税課へ提出してください。 

また、本状到着前に納付済の場合は行き違いですのでご容赦ください。  

納付後１か月以内の納税証明書及び完納証明書の申請には領収証書をお持ちください。 

年度・科目・期月 通知書番号 

      年度 （     年度）  

未納額   合計金額 

円   円 

備考  
延滞金が生じた場合は後日請求させていただきます。 

退職・休職・長欠等のため、特別徴収のできなくなった納税者について、未徴収税額を納税者の了解を得

て、退職手当等により一括徴収にて納入くださるようご協力をお願いいたします。  

◆延滞金 

税額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年１４．６％（納期限の翌日から１か月間は、年７．３％）

の割合を乗じて計算された延滞金が加算されます。ただし、延滞金特例基準割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合）が年７．３％の割合に満たない場合には、当該年の延滞金特例基準割合に

年７．３％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年０．１％に満たない場合には、年０．１％の割合）になります。な

お、納期限の翌日から１か月間は、延滞金特例基準割合に年１％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３％の

割合を超える場合には年７．３％の割合、年０．１％に満たない場合には年０．１％の割合）になります。 

◆審査請求等 

この督促について不服があるときは、この督促状を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求

をすることができます。また、処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に、市を被告として（市長が被告の代表となります）、裁判所に提起することができます。ただし、①審査請求があ

った日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため、

緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないでも処

分の取消しの訴えを提起することができます。 

◆滞納処分 

督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までにこの税金・延滞金を完納しないときは、滞納処分を受けることに

なります。 

◆科目名の略称説明  【略称】市県民税（特別徴収） ⇒ 【科目】市民税・県民税・森林環境税（特別徴収） 

 
 
 
 
 
 
 

（             ） 

【お問い合わせ先】 
 



 様式第１２（その２）を次のように改める。 



 様式第１２（その２） 
 

 

 

第１片 

あなたの市民税・県民税、森林環境税を 

本書のとおり変更しましたので通知します。 
 

   年 月 日
安城市長 

 
 

 
 

 

 
 

なお、この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起
算して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを
求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月
以内に市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起
することができないこととされていますが、①審査請求があった日から３か月を経過し
ても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避
けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があると
きは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

            印 
 

 
 

 

 

 

   年度 市民税・県民税・森林環境税 普通徴収税額の変更通知書 
▼賦課期日時点氏名・住所 
 

 
 

（単位：円） 

 

 通知書番号   

金融機関名  

 年税額 給与特徴税額 年金特徴税額 差引普通徴収税額 （支店名）  

変更前     口座番号  振替方法  

変更後

（新規） 

    （口座名義人）  

※「充当又は委託納付額」がある場合は、実際に納める額は充当又は委託納付額を差し引いた金額となります。 

        

納期限        

変更前        

変更後

（新規） 

       

充当額        

納付済        

差 引        

▼一括で納めていただく場合 

＊一括での納付をご希望の場合、納めていただく金額は右記の通りとなります。 

納期限 納付額 前納報奨金 差引納付額 
    

▼特別徴収対象の公的年金の種類と支払者の名称・法人番号 
 

 
 

 
▼10月から2月の公的年金から特別徴収される月と金額 

 
▼来年度も引き続き公的年金からの特別徴収の対象となる場合に、 

来年度の4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額（仮徴収税額） 

        
変更前    年金より特別徴収される額    
変更後

（新規） 

    

 

   年度 市民税・県民税・森林環境税課税明細書 
（単位：円） 

 

▼所得金額等 ▼所得控除額 ▼扶養親族該当区分 ▼本人該当区分 

  

▼課税標準額 

  

お問い合わせ先 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

控 除 合 計  

給 与 収 入  
公的年金等収入  

  
  
  

   

   

   

   

   

   

   

合 計 所 得 金 額   
繰 越 損 失 額  
総 所 得 金 額 等   

 

 

公的年金の種類      
支払者の名称  年金より特別徴収される額    

支払者の法人番号   

控
配 

老
配 

特
定 

同
老 

老
人 

16歳 

未満

その

他 

同
障 

特
障 

他
障 

未成 

年者 

特
障 

他
障 

寡
婦  

勤労

学生
 

                 

▼算出税額 市民税 県民税 

税額控除前所得割   
   
   

   

   

   

   

   

   

所 得 割 額   
均 等 割 額   

森林環境税額  
減免額・免除額  

年税額（住民税及び森林環境税の額）  
給与・公的年金等からの特別徴収税額  
差引普通徴収税額（本年度納めていただく額）  

控除不足額  
（うち還付額）  

 

▼4月から8月の公的年金から特別徴収される月と金額(仮徴収税額) 
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住
 
 
 
 

 
 

 
 
所

 
宛
 
名
 
番

 
号

 

 
 

あ
な

た
の

特
別

徴
収

税
額

を
左

記
の
と

お
り

決
定

（
変

更
）

し
た

の
で

、
地

方
税

法
第
4
1
条

、
第
3
1
9

条
及

び
第
3
2
1
条

の
4
（

第
3
2
1
条

の
6
）

並
び

に
森

林
環

境
税

及
び

森
林

環
境

譲
与

税
に

関
す

る
法

律
第
7

条
の

規
定

に
よ

っ
て

通
知

し
ま

す
。

ま
た

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

場
合

は
、

こ
の

通
知

書

を
受

け
取

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
3
か

月
以

内
に

、
市

長
に

対
し

て
審

査
請

求
を

す
る

こ
と
が
で

き
ま

す
。

こ
の

処
分

の
取

消
し

を
求

め
る

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

係
る

裁
決

の
送

達
を

受
け

た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6か
月

以
内

に
、

市
を

被
告

と
し

て
（

市
長

が
被

告
の

代
表

者
と

な
り

ま

す
。
）
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

な
お

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
た

後
で

な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

が
①

審
査

請
求

が
あ

っ
た

日
か

ら
3
か
月

を
経
過

し
て
も

裁
決
が
な
い
と
き
、
②
処

分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続

き
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著

し
い
損
害
を
避
け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

、
③

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る
と

き
は

、

裁
決
を
経
な
い
で
も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

 問
い

合
わ

せ
先

 
 
 

課  税  標  準  

総
 
所

 
得

 
③

 

山
 
林

 
所

 
得

 

分
離

短
期

譲
渡

 

分
離

長
期

譲
渡

 

株
式

等
の

譲
渡

 

上
場

株
式

等
の

配
当

等
 

先
 
物

 
取

 
引

 

 

所 得  

給
 
与

 
収

 
入

  
主

 
た

 
る

 
給

 
与

以
 
外

 
の

 
合

 
算

所
 
得

 
区

 
分

 

営 業 等  

農  業  

不  動  産  

利  子  

配  当  

給  与  

雑 

譲 渡 ・ 一 時 

給
与
所
得

(所
得
金
額

調
整
控
除
後

) 
 

そ
の
他
の

所
得
計
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
総
所
得
金
額
①

 
 

 

歳 未 満  

税  額  

市 町 村  

税
額

控
除

前
所

得
割

額
④

 

税
額

控
除

額
⑤

 

所
 
得

 
割

 
額

⑥
 

均
 
等

 
割

 
額

⑦
 

道 府 県  

税
額

控
除

前
所

得
割

額
④

 

税
額

控
除

額
⑤

 

所
 
得

 
割

 
額

⑥
 

均
 
等

 
割

 
額

⑦
 

森
林

環
境

税
額

⑧
 

特
別

徴
収

税
額

⑨
 

控
 
除

 
不

 
足

 
額

⑩
 

既
充
当
・
既
委
託
納
付
額

⑪
  

既
 
納

 
付

 
額

 
⑫

 

差
引

納
付

額
（

⑨
‒⑫

‒⑩
, 

⑪
））

 

変
 
更

 
前

 
税

 
額

⑬
 

増
減
額
（
⑨
－
⑬
)
 

 

変
 

更
 

月
 

月
 

納
 

付
 

額
 

 
6
月
分

 
 

 
7
月
分

 
 

 
8
月
分

 
 

 
9
月
分

 
 

1
0
月
分

 
 

1
1
月
分

 
 

1
2
月
分

 
 

 
1
月
分

 
 

 
2
月
分

 
 

 
3
月
分

 
 

 
4
月
分

 
 

 
5
月
分

 
 

所  得  控  除  

雑
 

損
  

障
･
寡

･
ひ

･
勤

 
 

医
 

療
 

費
  

配
 
偶

 
者

 

社
会

保
険

料
 

配
偶

者
特

別
 

控 配  

老 配  

扶
養
親
族
該
当
区
分

 
本
人
該
当

区
分
 繰 越 損 失  

小
規

模
企

業
共

済
 

扶
 

養
  

特  定  

同  老  

老  人  

1
6
 

そ の 他  

同 障  

特 障  

他 障  

未 成 年 者 

特 障  

他 障  

寡 婦  

ひ と り 親 

勤 労 学 生 

生
命

保
険

料
 

基
 

礎
  

地
震

保
険

料
 

所
得

控
除

合
計

②
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
摘
要
）

 

 

様式第１４ 
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様式第１６ 

年  月  日   

 

安城市長         印 

法人市民税更正・決定通知書 

 次のとおり更正・決定しましたので通知します。 

法人管理番号  法人番号  

法人名    

所在地    

事業年度 年 月 日から   年 月 日まで 法人税の 
修正・更正日 

年 月 日 

更正決定事由    

    

区分 更正・決定前 更正・決定後 

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 円 円 

分割基準 ／ ／ 

課税標準額又は分割課税標準額 円 円 

税率 ％ ％ 

法人税割額 円 円 

市町村民税の特定寄附金税額控除額 円 円 

税額控除超過額相当額の加算額 円 円 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除
対象所得税額等相当額の控除額 円 円 

外国の法人税等の額の控除額 円 円 

仮装経理に基づく法人税割額の控除額 円 円 

差引法人税割額 円 円 

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 円 円 

納付すべき法人税割額 ①         円 ②       円 

均等割月数 月 月 

納付すべき均等割額 ③         円 ④       円 

合計税額（①＋③）又は（②＋④） ⑤         円 ⑥       円 

この通知により納付すべき又は還付すべき（－印）税額（⑥－⑤の差引増減額） ⑦       円 

指定納期限  ⑦の内訳 
法人税割額（②－①） 円 

均等割額（④－③） 円 
 この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内に市長に対して審査
請求をすることができます。この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市
を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができます。 
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査
請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の
必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができ
ます。 
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 様式第３１を次のように改める。 



様式第３１ 

原動機付自転車・小型特殊自動車 
標識交付証明書 

発行番号  

所有者 

住所 
（所在地） 

 

氏名 
（名称） 

 

使用者 

住所 
（所在地） 

 

氏名 
（名称） 

 

納税義務者区分  

標識番号  

種別  

定置場  

所有形態  

車名  

車台番号  

型式  型式認定番号  
総排気量又は 

定格出力 
 

原動機型式 
 

最高速度  最高出力  

長さ  幅  
納税義務発生 

年月日 
 

年式 
 

備考  
上記のとおり標識を交付したことを証明します。 
               年  月  日 

                     安城市長        印 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


